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総務関連
　役場庁舎内装改修事業
　高校生タイ国研修事業
　温泉施設設備等更新事業
　複合施設建設事業
福祉・健康関連
　電力・ガス・食料品等価格高騰

重点支援給付金給付事業
　産後ケア事業（通所型）
　新型コロナウイルス予防接種事業
労政・産業振興関連
　勤労者総合福祉センター陸屋根改修事業
　有害鳥獣対策事業
　中心市街地街並み整備事業（旧児玉邸解体）
　坂城テクノセンター支援事業

　４月の統一地方選挙のため、骨格予算編成とした令和５年度一般会計の当初予算でした
が、６月の定例議会に町長が公約として掲げた「学校給食費の無償化」の予算を含む新規・
拡充事業など９億6,428万円の補正予算を上程、可決されました。これにより予算総額は、
73億3,055万円となり、前年度当初予算と比較して、0.7％、5,055万円の増額となりました。
　町では安定した財政運営に配慮し、引き続き行政コストの削減に努め、町の将来像『輝く
未来を奏でるまち』の実現に向けて取り組みます。
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安全・防災関連
　自動車急発進防止装置取付費補助事業
　消防団小型ポンプ・軽積載車更新事業
　 水路監視用水位計設置事業
生活基盤・公園整備関連
　道路維持事業
　中之条団地給湯器更新事業
　公園遊具整備事業
教育・文化関連
　学校給食費等補助事業
　中学生海外派遣事業
　村上教員住宅解体撤去事業
　町内小学校校舎等改修事業
　坂木宿ふるさと歴史館本陣表門屋根改修事業
　文化センター耐震補強・大規模改修事業
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●６月補正予算の主な事業（単位：千円）

●６月補正後の予算構成比（一般会計：歳出）

●目的別歳出予算内訳表（一般会計）　

議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
労 働 費
農林水産業費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
公 債 費
予 備 費
合 計

区 分
令和５年度６月補正後予算

予算額 Ａ 予算額 Ｂ Ａ－Ｂ＝Ｃ Ｃ／Ｂ
令和４年度当初予算 比 較 増減率％
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（単位：千円）
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3.9％
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3.9％

教育費
17.5％
教育費
17.5％

公債費
8.2％

公債費
8.2％

農林水産業費 3.2％ 労働費 0.6％

予備費 0.1％ 議会費 1.3％

■対象世帯
　１．令和５年度住民税非課税世帯
　　令和５年６月１日時点で町に住民登録があり、世帯全員分の令和５年度住民税均等割が非課税の世帯
　２．家計急変世帯
　　予期せず令和５年１月から９月までの収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当であると認められる世帯
■支給額
　１世帯あたり３万円
■支給方法
　１．令和５年度住民税非課税世帯
　　①　 町から令和４年度に実施した「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」を受けた方
　　　・７月上旬に町から「支給のお知らせ」をお送りします。
　　　 ・ 給付金を受給するための手続きは不要です。なお、受給口座を変更する場合は、手続きが必要です。
　　②　 上記①以外の方
　　　・７月中旬に町から「対象要件確認書」をお送りします。
　　　 ・  受給するためには、「対象要件確認書」に必要事項を記入のうえ期限内に福祉健康課へ提出してください。
　２．家計急変世帯
　　　・「給付金申請書」を期限内に提出してください。申請内容・添付書類の確認後に順次振込みます。
■申請期限
　　９月 29日（金）必着

　2050 年ゼロカーボンの実現に向けて、再生可能エネルギーの積極的活用と環境にやさしいまちづくり
を進めるために交付している住宅用スマートエネルギー設備導入事業補助金を拡充します。
　　　①　住宅用太陽光発電の補助限度額（７万 5,000 円）を撤廃しました。
　　　②　電気自動車等充給電設備（V2H）に対する補助を新設しました。

※補助金を希望する場合は、着工前の申請が必要です。詳しくは、下記にお問い合わせください。

補助対象システム 補助金額

住宅用太陽光発電システム
住宅で消費する電気を太陽光から直接変換する機器及び変換された電気を
供給するために必要な機器により構成され、余剰電力を電力会社に供給す
ることができる機能を備えた装置。当該太陽電池の最大出力の合計値が
10kW未満の未使用のもの。

システムの設置費用に対し、１kWあ
たり１万5,000円とし、当該金額に太
陽電池の最大出力の値（kW単位と
し、小数点第２位未満の端数は切捨
て）を乗じて算出した額。

家庭用定置型蓄電システム
電力変換装置が一体的に構成されている未使用のもの。

システムの設置費用に対し、３分の
１以内の額。上限20万円。

家庭用エネルギー管理システム
住宅の機器及び電力設備に接続し、エネルギー使用状況の「見える化」がで
き、省エネを促す情報提供機能を有しているシステムであり、「ECHONET 
Lite」規格を標準インターフェイスとして搭載している未使用のもの。

システムの設置費用に対し、３分の
１以内の額。上限５万円。

電気自動車等充給電設備
電気自動車と住宅の間で相互に電力を供給できる未使用のもの。

システムの設置費用に対し、10分の
１以内の額。上限10万円。

◎申請・問い合わせ先　企画政策課企画調整係　☎82－3111（内線 224）　直通 75－6211

◎申請・問い合わせ先　福祉健康課福祉係　☎82－3111（内線 135）　直通 75－6205　
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■対象世帯
　１．令和５年度住民税非課税世帯
　　令和５年６月１日時点で町に住民登録があり、世帯全員分の令和５年度住民税均等割が非課税の世帯
　２．家計急変世帯
　　予期せず令和５年１月から９月までの収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当であると認められる世帯
■支給額
　１世帯あたり３万円
■支給方法
　１．令和５年度住民税非課税世帯
　　①　 町から令和４年度に実施した「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」を受けた方
　　　・７月上旬に町から「支給のお知らせ」をお送りします。
　　　 ・ 給付金を受給するための手続きは不要です。なお、受給口座を変更する場合は、手続きが必要です。
　　②　 上記①以外の方
　　　・７月中旬に町から「対象要件確認書」をお送りします。
　　　 ・  受給するためには、「対象要件確認書」に必要事項を記入のうえ期限内に福祉健康課へ提出してください。
　２．家計急変世帯
　　　・「給付金申請書」を期限内に提出してください。申請内容・添付書類の確認後に順次振込みます。
■申請期限
　　９月 29日（金）必着

　2050 年ゼロカーボンの実現に向けて、再生可能エネルギーの積極的活用と環境にやさしいまちづくり
を進めるために交付している住宅用スマートエネルギー設備導入事業補助金を拡充します。
　　　①　住宅用太陽光発電の補助限度額（７万 5,000 円）を撤廃しました。
　　　②　電気自動車等充給電設備（V2H）に対する補助を新設しました。

※補助金を希望する場合は、着工前の申請が必要です。詳しくは、下記にお問い合わせください。

補助対象システム 補助金額

住宅用太陽光発電システム
住宅で消費する電気を太陽光から直接変換する機器及び変換された電気を
供給するために必要な機器により構成され、余剰電力を電力会社に供給す
ることができる機能を備えた装置。当該太陽電池の最大出力の合計値が
10kW未満の未使用のもの。

システムの設置費用に対し、１kWあ
たり１万5,000円とし、当該金額に太
陽電池の最大出力の値（kW単位と
し、小数点第２位未満の端数は切捨
て）を乗じて算出した額。

家庭用定置型蓄電システム
電力変換装置が一体的に構成されている未使用のもの。

システムの設置費用に対し、３分の
１以内の額。上限20万円。

家庭用エネルギー管理システム
住宅の機器及び電力設備に接続し、エネルギー使用状況の「見える化」がで
き、省エネを促す情報提供機能を有しているシステムであり、「ECHONET 
Lite」規格を標準インターフェイスとして搭載している未使用のもの。

システムの設置費用に対し、３分の
１以内の額。上限５万円。

電気自動車等充給電設備
電気自動車と住宅の間で相互に電力を供給できる未使用のもの。

システムの設置費用に対し、10分の
１以内の額。上限10万円。

◎申請・問い合わせ先　企画政策課企画調整係　☎82－3111（内線 224）　直通 75－6211

◎申請・問い合わせ先　福祉健康課福祉係　☎82－3111（内線 135）　直通 75－6205　

広報さかき広報さかき　　2023年7月号2023年7月号33


